
町並み相談・事業実施のスケジュール・フロー図

① 相 談（窓口：生涯学習課 文化財保護係）

② 建物相談申込書の記入、提出

（対象物件、自己資金、土地所有状況等を確認いたします）

③ まちなみ設計会へ設計の依頼

（まちなみ設計会には6名の設計士が所属しています）

④ 基本設計書の作成（概算見積、図面等）

（申請者、担当設計士、市担当者が協議の上、作成します）

⑤ 補助事業申込書の記入、提出

（次年度の補助事業の締切。事業実施の意向を確認します）

⑥ 実施設計書の作成、審査（設計書、図面）

（担当設計士、市担当者と調整の上、作成します）

⑦ 伝建審議会、国（文化庁）の事業審査、資料修正

（実施設計書の書類確認、現地調査・確認等を行います）

⑧ 国へ補助事業計画等の申請・交付決定

（市→国へ補助事業の申請をします。国の審査後、交付決定）

⑨ 申請者から市へ補助金申請書の提出・交付決定

（国の交付決定後、申請者→市へ補助金申請をします。申請後、交付決定）

⑩ 工事着工（市からの補助金交付決定後、工事着工します）

【時 期】

⑪ 工事完了検査・実績報告書提出・補助金支払

（完了検査→実績報告→補助金支払の流れとなります）

1月～３月

4月上旬～

交付決定後～

翌年3月まで

９月～12月

～８月末

(次年度事業)

様式１の提出

様式２の提出

【内 容】

［建築係合同審査］

［建築係合同審査］

随 時

～６月末

［作成まで３カ月程度かかります］


